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は じ め に 

 

自動車が生活必需品として普及した昭和３０年代から、半世紀以上が経過し

ました。私たちの自動車交通への依存は、年を追うごとに高まり、人々の暮ら

しを豊かにする一方、負の側面として、交通事故が深刻な社会問題となってい

ます。 

そうした背景の中、田原市では、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１

１０号）に基づき、昭和４６年に第１次計画を策定以来、これまで１０次にわ

たって交通安全計画を策定し、交通事故への対策を講じてきました。 

近年、田原市における交通事故の死傷者数は、年々減少傾向にあります。令

和元年には、年間死者数が０人となり、「交通事故による年間死者数ゼロを目

指す」という目標を達成することができました。 

この第１１次田原市交通安全計画は、これまでの交通安全対策を踏まえ、ま

た、田原市交通安全条例及び愛知県交通安全計画に準じて、令和７年度までに

講じるべき交通安全施策を定めたものです。 

田原市では、本計画に基づき、市民、事業者、交通安全関係団体、地域コミ

ュニティ、学校、警察署、行政などが一体となって、人命尊重の理念に基づい

た交通安全対策を推進し、交通事故のない「みんなで支えあう暮らしやすいま

ち」の実現を目指します。 
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１ 計画の基本方針 

 渥美半島のほぼ全域を市域とする本市は、観

光地として、また農業・工業などの産業の盛ん

な地域として、市内外からの流入人口は多いが、

人口当たりの交通事故発生率は、愛知県内では

やや低い水準で推移している。 

 しかし、事故件数当たりの死亡事故発生率は、

愛知県内でも高い水準にあり、「交通事故発生

件数は少ないが、死亡事故に至りやすい」地域であるといえる。 

一方、国内の各自治体同様、田原市でも本格的な人口減少と超高齢社会の到来を

迎え、高齢化の進展への適切な対処とともに、子育てを応援する社会の実現が強く

要請されている。また、田原市においては、子供や高齢者が関係する交通事故の割

合が愛知県全体に比べ高く、時代のニーズに応えるとともに、本市の交通事故状況

にあった交通安全対策が一層求められている。 

真に豊かで活力ある社会を構築していくためには、その前提として、市民全ての

願いである安全で安心して暮らせる社会を実現することが極めて重要である。  

交通事故により毎年多くの方が被害に遭われていることを考えると、交通安全の

確保は、安全で安心な社会の実現を図っていくための重要な要素であるといえる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な課題や制約が生じているほか、

市民のライフスタイルや交通行動への影響も認められることから、交通事故発生状

況や事故防止対策への影響を、本計画期間を通じて注視するとともに、必要な対策

に臨機に着手する。 

人命尊重の理念に基づき、また、交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失

を勘案し、究極的には交通事故のない社会を目指すために、田原市総合計画及び田

原市交通安全条例に基づき、市民、事業者、市がそれぞれの責務を自覚し、交通事

故のない社会を目指すため、次の基本方針に基づいて第 11 次田原市交通安全計画

を策定する。 

 
■基本方針１  

「人命尊重の理念に基づいた人優先の交通安全思想の推進」 

成熟した社会においては、弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しなけれ

ばならない。 

「人優先」の交通安全思想を基本とし、自動車と比較して弱い立場にある歩行者、

高齢者、障がい者、子供等への安全の確保を推進する。 

第１章 基本構想 
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■基本方針２  

「高齢化が進展しても安全に安心して暮らせる社会の構築」 

高齢歩行者の交通事故とともに、高齢運転者による事故は、喫緊の課題であるた

め、高齢者の安全運転及び交通事故対策を推進し、高齢になっても安全に移動でき

る社会、年齢や障害の有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる「共生社会」を

目指す。 

 

■基本方針３  

「交通社会を構成する三要素の効果的総合的施策の推進」 

交通社会を構成する「人間」、「交通機関(車両等)」、「交通環境」の三要素につい

て、それら相互の関連を考慮しながら、適切かつ効果的な施策を推進する。 

 

２ 計画の期間 

この交通安全計画は、交通安全対策基本法第 2６条第１項の規定に基づき、令和

3年度から 7年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたも

のである。 

  

交通社会の三要素 施 策 

1  人間に係る安全対策 

（１）交通機関（車両等）の安全な運転確保  

   (a) 運転者の知識・技能の向上  

   (b) 交通安全意識の徹底  

(c) 指導・取締りの強化  

(d) 運転管理の改善、労働条件の適正化  

（２）歩行者等の交通安全意識の向上、指導強化  

（３）交通安全教育や啓発活動の充実 

2  交通機関に係る安全対策 
（１）構造、設備、装置等の安全性の向上  

（２）必要な検査等を実施できる体制の充実 

3  交通環境に係る安全対策 

（１）機能分担された道路網の整備  

（２）交通安全施設等の整備(特に歩道の積極的整備) 

（３）効果的な交通規制の推進  

（４）交通に関する情報の提供の充実  

（５）人間、自動車、鉄道などが混在した交通空間での接触 

の危険を排除する施策の充実  

（６）迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等  
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第１節 道路交通の現状・推移 

１ 交通事故の発生状況 

（１）交通事故死傷者の状況  
田原市における交通事故の死傷者数は、年々減少傾向にあり、令和２年には

1７４人にまで減少した。年間死者数は令和元年には 0 人で交通安全計画にお

ける目標を達成したが、他の年は年間３人程度を推移している状況である。 

年齢別では、一般（２５歳～６４歳）が約６割で、全国的にも問題となって

いる高齢者の死傷者数は、本市では全体の１８％前後を推移する状況となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交通事故発生状況 

   道路形状別では、単路での事故件数と、交差点及び交差点付近での事故件数

が全体をおよそ二分している状況が続いている。 

第２章 道路交通の安全 

年齢別死傷者数 単位：人

子供（～15歳） 30 18 23 22 20

　子供の占める割合（％） (10.0%) (6.9%) (9.3%) (10.3%) (11.5%)

若者(16～24歳） 51 39 38 29 23

一般（25歳～64歳） 159 164 132 126 103

高齢者（65歳～） 61 38 54 36 28

　高齢者の占める割合（％） (20.3%) (14.7%) (21.9%) (16.9%) (16.1%)

301 259 247 213 174

                     年次
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

種類

計

資料：交通安全統計

交通（人身）事故発生件数 単位：件、人

年次

種類

225 200 195 153 131

死者数 3 2 5 0 3

（高齢者） (3) (1) (4) (0) (1)

重傷者数 8 8 7 7 4

軽傷者数 290 249 235 206 167

計 301 259 247 213 174

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

人身事故件数

資料：交通安全統計
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事故類型別では、自動車相互の事故件数が最も多く、全体の過半を占める状

況が続いている。また、本市の人身事故の特徴として、追突と出会頭の事故が

発生件数の約７割近くを占めていることがあげられる。これらの事故が起こり

やすい、交差点での事故対策の推進が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大交差点：交差する道路幅員がそれぞれ 13m 以上 

中交差点：交差道路の狭い方の道路幅員が 5.5m 以上 13m 未満 

小交差点：交差道路の狭い方の道路幅員が 5.5m 未満 

道路形状別人身事故発生件数 単位：件

0 0 4 1 1

47 39 55 35 33

24 15 19 17 7

26 17 9 12 2

113 113 101 78 82

0 1 0 0 0

15 15 7 10 6

225 200 195 153 131

その他

計

大交差点

中交差点

小交差点

交差点付近

単路

踏み切り(市内12箇所）

                     年次
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

種類

資料：交通安全統計

事故類型別人身事故発生件数（Ⅰ） 単位：件

種類

21 17 21 14 11

18 17 21 19 18

13 19 12 15 6

160 136 130 101 90

13 10 11 4 6

0 1 0 0 0

225 200 195 153 131

資料：交通安全統計

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

人対車両

自転車対車両

二輪車対車両

自動車相互

                     年次

車両単独

踏み切り(市内12箇所）

計

事故類型別人身事故発生件数（Ⅱ） 単位：件

種類

99 90 80 70 59

48 47 53 34 28

13 10 11 4 6

10 6 10 9 9

10 7 7 4 5

12 8 14 8 8

33 32 20 24 16

225 200 195 153 131

資料：田原警察署統計

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

単独

                     年次

右左折

正面衝突

横断中

その他

計

追突

出会い頭
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２ 道路交通情勢の推移 

（１）運転免許保有者数  

田原市内の運転免許保有者数は、人口減少に伴い年々減少しているが、運転

免許保有率は、86％台を推移している状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）車両保有台数  

田原市内の登録自動車保有台数は、平成 28 年に６３ ,３２１台であったのが、

令和２年には６１ ,９５６台と、年々減少している。 

本市の特徴として、軽自動車の占める割合が高いことがあげられる。車両の

コンパクトさや経済的な理由から、保有台数が多いと推測される。軽自動車規

格は普通車に比べて小さく、事故が起こった際の人的被害が大きくなる傾向が

あるため、注意が必要な状況といえる。 

 

 

 

 

  

運転免許保有人口 １２月２８日時点　単位：人

年次

区分

保有者数（男性） 25,051 24,762 24,587 24,338 23,859

保有者数（女性） 21,052 20,963 20,809 20,695 20,454

計 46,103 45,725 45,396 45,033 44,313

　16歳以上の保有率（％） (86.8%) (86.6%) (86.6%) (86.6%) (86.5%)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

資料：交通安全統計

登録自動車保有台数 ３月３１日時点　単位：台

年次

区分

普通貨物 2,477 2,428 2,343 2,296 2,259

小型貨物 5,508 5,381 5,233 5,117 4,951

被けん引車 191 181 158 154 162

乗合 208 203 202 201 177

普通乗用 12,105 12,235 12,446 12,545 12,593

小型乗用 13,592 13,474 13,190 12,786 12,408

特殊車 1,375 1,375 1,366 1,363 1,357

小型二輪車 1,044 1,043 1,058 1,111 1,118

軽自動車 26,821 26,858 26,899 27,086 26,931

計 63,321 63,178 62,895 62,659 61,956

資料：交通安全統計

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年
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第２節 道路交通の安全についての対策  

 

１ 交通安全対策を考える視点  

交通事故の発生件数、交通事故による死傷者数が減少していることを鑑みると、

これまでの交通安全計画に基づいて実施してきた対策には、一定の効果があったも

のと考えられる。 

一方で、依然として、６５歳以上の高齢者の死者数は、全死者数の６割を超えて

おり、単路における人身事故件数は、全人身事故件数の５割を超えている。 

近年では、「あおり運転」や「ながらスマホ」が引き起こす事故の重大性、危険

性が指摘されるなど、交通事故の起因となる要素は年々変化している。 

また、田原市においては、太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルートに指定

されたことにより、田原市を訪れる自転車利用者の増加が想定される。 

このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、経済社会情勢、交通情勢の変化

等に柔軟に対応するとともに、交通事故に関する情報の収集・分析を充実し、より

効果的かつ有効と見込まれる対策を推進する。 

具体的には、関係する機関・団体が緊密な連携の下に、 

① 道路交通環境の整備 

② 交通安全思想の普及徹底 

③ 安全運転の確保 

④ 車両の安全性の確保 

⑤ 道路交通秩序の維持 

⑥ 救助・救急活動の充実 

⑦ 被害者支援の充実と推進 

⑧ 研究開発及び調査研究の充実 

といった視点から交通安全対策を立

案するものとし、特に本市においては、

次にあげる 5 つの重点項目をもって交

通安全対策の実施を図るものとする。 

 

 

■交通安全対策の 5 つの重点 

重点１  高齢者及び子供の安全確保 

（1） 高齢化社会に対応した交通社会の形成が必要であり、高齢者の特性を理解

し、高齢者が事故に遭わないような総合的な交通安全対策を推進する。 
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（2） 高齢者が、歩行及び自転車を交通手段として利用する場合と、自動車を運

転する場合の相違に着目し、交通安全対策を推進する。そのため、バリアフ

リー化など交通事故が起こりにくい道路交通環境の整備を図る一方、高齢者

が日常的に利用する機会の多い医療機関や福祉施設等との連携、そして利用

しやすい公共交通の整備促進を行い、交通安全教育も含めた高齢者交通事故

対策を推進する。 

（3） 安心して子供を産み、育てることができる社会の実現のため、次代を担う

子供の安全を確保する観点から、通学路等の子供が移動する経路において、

横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整備等の安全な歩行空間の整備を積極

的に推進する。 

 

重点２  歩行者・自転車の安全確保 

（1） 自動車と比べて弱い立場の歩行者の安全確保が必要不可欠である。人優先

の考えの下、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、歩道の整備

等による安全な歩行空間の確保を推進する。 

（2） 横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者に対しては、横

断歩道に関するルールの再認識と歩行者優先の徹底を周知し、運転者の遵法

意識の向上を図るとともに、歩行者に対しては、道路は安全に横断できる場

所で渡ること、信号に従うことといった交通ルールの周知を図り、歩行者が

自らの安全を守るための行動を促す交通安全教育等を推進する。 

（3） 自転車は、被害者ばかりでなく、加害者になる場合があるため、ヘルメッ

トの着用、自転車の点検・整備、損害賠償責任保険等への加入の促進等の対

策を推進する。 

（4） 太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルートに指定されたことを踏まえ、

「田原市自転車活用推進計画」に基づき、自動車・歩行者と自転車利用者の

共存を図ることができるよう、自転車の通行空間の確保を積極的に推進する。 

（5） 自転車利用者のマナーを高めるため、多様化する自転車利用の背景を踏ま

えながら、利用のルール等に関する交通安全教育の充実を図る。 

 

重点３  生活道路及び幹線道路における安全確保  

（1） 生活道路における自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備、交

通指導取締りの強化等の対策を講じる。 

（2） 田原市においては、幹線道路を生活道路の一部とするなど、多様な道路利

用者が混在することを認識し、幹線道路を走行すべき自動車の生活道路への

流入防止や、歩行者の安全な幹線道路利用の促進等、総合的な対策を推進す

る。 
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（3） 幹線道路対策は、事故発生の危険性が高い区間を明確にし、道路状況に合

った効果的な道路整備対策の立案、交通安全対策の向上を図る。 

（4） 交通事故の多くが交差点で発生していることを踏まえ、交差点での安全対

策のため、交差点事故の特徴や危険性などを広く周知するとともに、交差点

事故防止のための交通安全知識の普及、交通安全意識の向上を図る。 

 

重点４  交通安全思想の普及と交通安全教育の推進 

（1） 交通安全思想の普及にあっては、人優先の交通安全思想の下、高齢者・障

がい者等の交通弱者に関する知識の醸成を図るとともに、道路利用者同士が

互いに配慮する「思いやりの心」を育むことが重要である。また、交通事故

被害者等の痛みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならないとい

う意識も高めていかなければならない。 

このため、行政、市民、事業者が一体となって交通安全教育の推進を図り、

交通ルールに習熟していない子供から加齢に伴う身体機能の変化が表れる

高齢者まで、また運転技術が成熟したドライバーから運転経験のない歩行者

まで、心身の発達段階やライフステージ、交通ルールの習熟度に応じた段階

的かつ体系的な交通安全教育を行っていく。 

（2） 子供の交通安全教育にあっては、子供だけでなく親も交えて、共に交通安

全意識を高くもち、交通ルールに習熟できるよう取り組む。 

（3） 飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識し、家庭、

地域社会、事業所等において飲酒運転の根絶の推進と、その思想の徹底を図

る。 

（4） スマートフォンを操作しながら運転する「ながら運転」や他の車両の通行

を妨害する「あおり運転」は、重大な事故につながるおそれがあるため、こ

れらの根絶に向けた交通安全意識の向上を図る。 

（5） シートベルトの全席着用及びチャイルドシート使用の重要性を認識し、家

庭、地域社会、事業所等において後部座席を含めたシートベルト着用及びチ

ャイルドシートの使用を推進する。 

（6） 安全運転管理者による、事業所の自主的な安全運転管理の活発化、危険運

転の防止を推進する。 

 

重点５  地域が一体となった交通安全対策の推進  

（1） 高齢化の一層の進展等に伴う地域社会のニーズと交通情勢の変化を踏まえ

つつ、関係団体、住民等の協働により、地域に根差した交通安全の課題解決

に取り組んでいくことが一層重要である。地域住民の交通安全対策への関心

を高め、交通事故の発生状況等、事故特性に応じた対策を実施していくため、

交通事故情報の提供に一層努める。 
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（2） 地域の交通安全ボランティア団体等が継続的に活動できるよう、また、地

域住民が交通安全対策について自らの問題として関心を高められるよう、交

通安全活動の啓発等、ボランティア団体等の支援を行う。 

 

 

２ 交通安全計画における目標の設定 
  

目標 交通事故による年間死者数ゼロを目指す 

    死者数・･･･交通事故２４時間以内の死者数 

安全な田原市の実現を目標に交通安全対策を推進し、交通事故を減少させ、

年間死者数ゼロを目指す。 
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第１節 道路交通環境の整備 

１ 生活道路等における 

人優先の安全･安心な歩行空間の整備 

（１）生活道路等における交通安全対策の推進 

◆子供や高齢者等が安心して通行できる道路空間の確保 

(a) 人優先の考えの下、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等における歩道

の整備等により安全な歩行空間の確保を一層積極的に進めるなど、歩行者の

安全確保を図る。 

(b) 公安委員会と道路管理者が連携して、歩道や自転車通行空間の整備、車両

速度の抑制、徹底した通過交通の抑制等の総合的な事故抑止対策の実施に取

り組む。 

(c) 実施にあたっては、地域住民の合意形成に努め、地域の実情を踏まえて取

り組む。 

 

（２）通学路等の歩道整備等の推進 

◆児童、生徒等の通行の安全を確保 

(a) 通学路の歩道や自転車通行空間の整備、路肩のカラー舗装や防護柵設置、

通学時間帯の自動車通行規制等により安全な歩行空間の創出を推進する。 

(b) 通学路の見直しや安全点検は、「田原市通学路交通安全プログラム」に基

づき、道路管理者、学校、警察、地域コミュニティ協議会等が連携して実施

し、安全対策の推進について警察、田原市に提案する。 

 

（３）高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 

(a) 公共施設、公共交通機関との連携を図り、

人にやさしいまちづくりに関する整備方針

に基づいたバリアフリー化を推進する。 

(b) 段差、傾斜・勾配の改善、視覚障がい者誘

導ブロック、歩車分離式信号機等の積極的な

整備を進める。 

 

第３章 講じようとする施策(交通安全の取組) 

段差のない道路  

段差のない道路 
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(c) 公共施設を中心に平坦性が確保された幅の広い歩道等を積極的に整備する。 

(d) 歩行者、自転車及び車椅子等利用者の安全で快適な通行を確保するため、

歩道及び自転車通行空間の整備を実施する。 

 

 

２ 幹線道路における交通安全対策の推進 

（１）愛知県事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)の推進 

田原市には、愛知県事故ゼロプランにおける事故危険区間の該当区間はな

いが、新たに選定された場合には、愛知県事故ゼロプランの取組方針に従い、

安全な道路整備に努める。 

 

（２）事故危険箇所対策の推進 

(a) 事故発生の可能性が大きい幹線道路、交差点等の危険箇所は、公安委員会

と道路管理者が連携して、信号機の新設、道路標識の設置、歩道等の整備、

交差点改良、道路照明の設置などを実施する。 

(b) 危険運転を抑制するため、路面標示、カラー舗装による減速対策、注意看

板、警戒標識の設置、現道内で構造を改善する 1.5 車右折帯、交差点のコン

パクト化等の対策を推進する。 

 

（３）幹線道路における交通規制 

幹線道路の交通の安全と円滑化を図      

るため、道路状況等を勘案し、速度規制、

追い越しのためのはみだし通行禁止規制

等の見直しを行い、交通規制の適正化を図

る。 

 

（４）重大事故の再発防止 

(a) 重大事故が発生した際には、速やかに当該箇所の道路交通環境等事故発生

の要因について調査する。 

(b) 事故要因に即した所要の対策を早急に講じ、同様の事故の再発防止を図る。 

 

 

 

 

幹線道路 
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（５）適切に機能分担された道路網の整備 

(a) 幹線道路から生活道路に至るネットワークを体系的に整備するとともに、

歩道や自転車通行空間の整備を積極的に推進し、歩行者、自転車、自動車等

の異種交通の分離又は共存の適正化を図る。 

(b) 居住地域内や商業地域内等においては、通過交通をできる限り幹線道路に

転換させるなど、通過交通の排除と交通の効果的な分散により、市街地にお

ける混雑、交通事故の多発等の防止を図る。 

 

（６）道路の改築等による交通事故対策の推進 

歩行者及び自転車利用者の安全な通行空間を確保するため、通行の状況に

即して、幅の広い歩道、自転車道や自転車の通行位置を示した道路、歩車共

存道路等の整備を推進する。 

 

（７）交通安全施設等の高度化 

信号機の集中制御化等の改良により、交通事情に合わせた信号制御を推進

するとともに、視認性向上のため信号灯ＬＥＤ化を推進する。 

 

 

３ 交通安全施設等整備事業の推進 

（１）良好な道路交通環境の確保等 

(a) 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備を図り、良好な道路

交通環境の確保に努める。良好な道路環境を確保するために必要があると認

めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講じるよう要請する。 

(b) 地域コミュニティ協議会は、地区内の交差点等の危険箇所においてカーブ

ミラー等の交通安全施設の設置が必要な場合は市に要望し、市は設置基準に

基づいて整備を推進する。 

(c) 警察と道路管理者は、見やすく分 

かりやすい道路標識及び道路標示の

整備を推進するとともに、既存施設の

適切な維持管理と計画的な修繕を行

う。特に横断歩行者優先の前提となる

横断歩道の道路標識・道路標示につい

ては、その効用が損なわれないよう適

切な管理を行う。 カーブミラーの点検  
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（２）歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

(a) 生活道路は、人優先の交通安全思想の下に、歩行空間のバリアフリー化及

び通学路における安全・安心な歩行空間を確保する。 

(b) 死傷事故が多発する交差点等については、歩道整備をはじめとした総合的

な事故抑止策を講じ、死傷事故の抑止を図る。 

(c) 道路管理者は、自転車道、自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した

道路等の整備により、特に通学通勤時の自動車と自転車の安全な関係性に配

慮する。 

 

（３）幹線道路対策の推進 

幹線道路においては死傷事故が発生しやすいため、危険箇所について重点

的な交通事故対策を実施する。 

 

（４）道路交通環境整備への住民参加の促進 

(a) 道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点を生かすため、

地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全施設等の点検を行う

「交通安全総点検」を推進する。 

(b) 道路管理者だけでなく、地域活動による地域内道路の除草等を行うととも

に、「田原市通学路交通安全プログラム」に基づき、地域、PTA、学校が一

体となった通学路の安全確保等の活動に積極的に取り組む。 

 

 

 

 

■交通安全総点検 

交通安全に関する地域住民の主体的活動の一つ。警察と行政が協力し、高

齢者や身障者など、誰もが安心して利用できる道路交通環境を作るため、市

民参加による点検を行うもの。 

 

■通学路交通安全プログラム 

平成２５年に国土交通省より指針が示され、田原市でも策定された通学路

の交通安全の確保に向けた取組の基本的方針。その推進体制は、教育委員会、

学校、ＰＴＡ、警察、道路管理者を含めることを基本とし、必要に応じて自

治会代表者や学識経験者等を加える。 
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４ 高齢者等の移動手段の確保・充実 

（１）移動手段の確保・維持 

高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、「田原市地域公共

交通戦略計画」に基づき、公共交通サービスの維持・充実及び利便性の向上

を図る。 

 

（２）高齢者等の移動支援 

高齢者等に電車、路線バス、コミュニティバス、タクシー、福祉車両で利

用できる助成券を交付し、公共交通機関による外出の支援を行う。また、利

用者ニーズを把握等して、将来的な助成制度のあり方について、必要に応じ

て検討する。 

 

 

５ 効果的な交通規制の推進 

（１）地域の特性に応じた交通規制 

地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について点検・見

直しを図るとともに、交通事情の変化を的確に把握してソフト・ハード両面

での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図る。 

 

ア 幹線道路での交通規制 

(a) 幹線道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通

安全施設の整備状況、交通の状況等を勘案しつつ、速度規制及び既設規制の

見直しや信号機の高度化を推進する。 

(b) 駐停車禁止、指定方向外進行禁止等、交通流を整序化するための交通規制

を実施する。 

 

イ 生活道路での交通規制 

(a) 一方通行、指定方向外進行禁止等を組み合わせるな       

ど、通過交通を抑制するための交通規制を実施する。 

(b) 自動車と歩行者の衝突事故は、走行速度が３０㎞／

h を超えると致命傷を負う確率が急激に高まることか

ら、「ゾーン３０」の実施を検討する。 

 
 
 

ゾーン３０標識  
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ウ 交通規制の強化 

(a) 幹線道路や生活道路において、歩行者及び自転車利用者の安全を確保する

ための交通規制を強化する。 

(b) 信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやすくす

るために、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間の長い押しボタン式信号

の改善を図るなど、信号表示の調整等の運用・改善を推進する。 

 

（２）より合理的な交通規制の推進 

交通規制実施道路の交通実態を調査・分析し、交通環境の変化によって交

通実態に適合しなくなった場合は、交通規制の変更又は解除等の見直し等を

行う。 

 

 

６ 自転車利用環境の総合的整備 

（１）安全で快適な自転車利用環境の整備 

(a) クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向

け、「田原市自転車活用推進計画」に基づき、自転車の役割と位置付けを明確

にし、乗用車から自転車への転換を促進する。 

(b) 「田原市自転車活用推進計画」に基づき作成された「自転車ネットワーク

計画」に沿って、自転車のピクトグラムや矢羽根の路面標示などにより、自

転車通行空間の整備を推進する。 

(c) 歩行者、自転車、自動車の交通量等を考慮

して適切な分離又は共存の適正化を図るこ

とにより、歩行者と自転車の事故等への対策

を講じる。 

(d) 自転車は車両であるとの原則の下、交通ル

ール・マナーの啓発活動、講座開催等を積極

的に推進する。 

 

（２）自転車等の駐輪対策の推進 

(a) 自転車等の駅周辺、交通結節点における駐輪対策については、自転車の安

全利用の促進及び自転車等の駐輪対策を総合的に推進する。 

(b) 駅周辺等における放置自転車等を抑制するため、交通関係機関、地域、市、

警察等が協力して放置自転車の整理・撤去等を推進する。 

 

自転車のピクトグラムや矢羽根の路面標示  
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７ 交通需要マネジメントの推進 

◆公共交通機関利用の促進 

(a) 本市は自家用車への依存度が高く、そのことが事故発生の要因となってい

ると考えられることから、電車、路線バス、コミュニティバス、タクシー等

の公共交通機関の利用促進を図る。 

(b)「たはらエコ・ガーデンシティ構想」で提唱する環境負荷の少ない省エネ

型のまちづくり「コンパクトシティプロジェクト」を推進し、移動手段につ

いて自家用車から公共交通機関への転換を図る。 

(c) 利便性の向上を図るとともに、バリアフリー化などにより、高齢者や障が

い者等の誰もが安心して安全に移動できる交通手段となるよう、市内の公共

交通機関を守り、育て、路線の維持・確保を図る。 

 

８ 災害に備えた道路交通環境の整備 

（１）災害に備えた道路の整備 

橋梁の耐震補強、道路斜面の落石等危険箇所対策及び無電柱化の推進、狭

隘道路の解消等により、地震、豪雨、津波等の災害が発生した場合において

も安全で安心な生活を支える道路交通を確保する。 

 

（２）災害発生時における交通規制 

災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う混乱を最小

限に抑えるため、被災地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に

実施できるように備える。 

 

（３）災害発生時における交通情報提供の充実 

 災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に

収集・分析・提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送道路等の確保及び道路利

用者等への道路交通情報提供に資するため、地震計、交通監視カメラ、車両

感知器、道路交通情報提供装置、道路管理情報システム等の整備を推進する

とともに、インターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等の提

供を推進する。 
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９ 総合的な駐車対策の推進 

（１）きめ細かな駐車規制の推進 

迷惑駐車対策による交通環境の改善や、パークアンドライドを促進するた

め、三河田原駅周辺における有料公共駐車場の利用促進を図り、公共交通機

関との連携を図る。 

 

（２）違法駐車対策の推進 

悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を指向して、地域の実態に応じ

た取締りを強化する。 

 

（３）違法駐車防止気運の醸成・高揚 

(a) 違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、広報活動を行う。 

(b) 地域や関係機関等との密接な連携を図り、市民の理解を得ながら違法駐車

防止気運の醸成及び高揚を図る。 

 

 

１０ 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

（１）道路の使用及び占用の適正化等 

(a) 道路上の工作物の設置や工事等のために必要な道路の使用及び占用の許可

に当たっては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するた

めに適正な運用を行う。 

(b) 許可条件の遵守、占用物件等の維持管理の適正化について指導する。  

(c) 道路交通に支障を与える不法占有物件等については、実態把握に努め、関

係機関と連携して、管理権に基づく撤去及び警察の指導取締りを行い、是正

を図る。 

(d) 占用工事に伴う道路の掘り返しについては、無秩序な掘り返しの防止と工

事に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整する。 

 

（２）子供の遊び場等の確保 

道路交通から隔離された安全な子供の遊び場

不足を解消するため、都市公園等の整備を推進し、

路上遊戯等による交通事故の防止に努める。 

 
道路交通と分離した 

安全な公園の整備に努める 
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（３）道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路構造の保全又は交通の危険防止のため、次の場合は道路法(昭和 27

年法律第 180 号）に基づき、迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。 

 

 

 

  

■道路法に基づく通行の禁止又は制限が行われる場合 

・道路の破損 

・決壊 

・異常気象等により交通が危険であると認められる場合 

・道路工事のため、やむを得ないと認められる場合 
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第２節 交通安全思想の普及徹底 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に

応じて、生涯にわたる学習を促進し、市民一人一人が交通安全の確保を自らの課

題として捉えるよう、意識改革を促すことが重要である。 

このため、幼児から高齢者に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応

じた交通安全教育を行う。 

高齢社会が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図り、他の世代

に対しても高齢者の特性や高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強

化する。 

また、本市においては、各小学校区に配置している交通指導員による児童の通

学時の安全確保を図るとともに、市の防犯指導員による青色回転灯パトロールカ

ーによる巡回・指導を継続して実施し、高齢者・子供・児童の交通安全教育や啓

発活動を計画的に推進する。 

交通安全教育・普及啓発活動については、市、警察、学校、関係民間団体、地

域及び家庭が互いに連携をとりながら、地域ぐるみの活動を一層推進する。 

特に市及び教育委員会は、交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業

所、学校等における交通安全教育を効果的に推進する。 

 

（１）幼児に対する交通安全教育 

(a) 幼児の発達段階に応じて、基本的な交通ルールを守り、交通マナーを実践

する態度を習得させる。 

(b) 日常生活において、安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び

知識を習得させる。 

(c) 保育園、認定こども園においては、日常の教育・保育活動のあらゆる場面

をとらえて「自ら命を守る意識」を身に付けるため、交通安全教育を計画的

かつ継続的に行う。 

(d) 交通公園等を有効に活用して、就  

学前の児童を対象とした交通安全教  

室を実践する。 

(e) チャイルドシートの使用効果及び  

正しい使用方法を周知するために、 

保育園、認定こども園、交通公園等 

を有効に活用して、就学前の児童、 

保護者を対象とした交通安全講習会 

等の開催を促進する。 
田原市交通公園を利用した交通安全教室  
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（２）小学生に対する交通安全教育 

(a) 心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者及び自転車の利用者として

必要な技能と知識を児童に習得させる。 

(b) 児童に対して、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予

測し、これを回避して安全に通行するための意識及び能力を高める。 

(c) 小学校においては、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自

転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの

意味や必要性等について、重点的に交通安全教育を実施する。 

(d) 関係機関・団体は、小学校で行われる   

交通安全教育の支援を行うとともに、児

童に対する補完的な交通安全教育を推

進する。 

(e) 児童の保護者が、日常生活の中で模範 

的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中

等の実際の交通の場面で、児童に対して

基本的な交通ルールや交通マナーを教

えられるよう、保護者を対象とした交通

安全講習会等の開催を促進する。 

 

（３）中学生に対する交通安全教育 

(a) 日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車で安全に道路を通

行するために必要な技能と知識を生徒に十分に習得させる。 

(b) 道路を通行する場合は、自己の安全ばかりでなく、思いやりを持って他の

人々の安全にも配慮できるようにすることを目標として生徒を指導する。 

(c) 学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、

二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任（事故による加害

者責任）、応急手当等について生徒の理解を深める。 

(d) 生徒の保護者が、日常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗

用中等の実際の交通の場面で生徒に対して基本的な交通ルールや交通マナー

を教えられるよう、保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進する。 

(e) 地域において、保護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交

通安全教育を推進する。 

 

（４）高校生に対する交通安全教育 

(a) 日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車の利用者として安

全に道路を通行するために、必要な技能と知識を生徒に習得させる。 

保護者も共に交通ルールを学び、守る 
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高齢者軽トラック大会  

(b) 交通社会の一員として、交通ルールを遵守し、自他の生命を尊重する等、

責任を持って行動することができる、健全な社会人を育成することを目標と

して生徒を指導する。 

(c) 学校教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、

危険の予測と回避、運転者の責任（事故による加害者責任）、応急手当等につ

いて生徒の理解を深める。 

(d) 生徒の多くは、近い将来、普通免許の取得

が予測され、将来の運転者としての安全意識

を醸成するため、参加・体験・実践型の交通

安全教育を推進する。 

(e) 関係機関・団体は、高等学校で行われる交

通安全教育が円滑に実施されるよう、指導者

の派遣、情報提供等の支援を行う。 

(f) 地域において、高校生及び年齢相当 者に対

する補完的な交通安全教育を推進する。 

 

 

（５）成人に対する交通安全教育の推進 

(a) 自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得時及び免許取得後の運転

者の教育を中心として行う。 

(b) 社会人、大学生等に対する交通安全教育の充実に努める。 

(c) 運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な技能及び知識、特に

危険予測・回避の能力の向上、交通安全意識・交通マナーの向上を目標とす

る。 

(d) 企業・関係機関・団体と連携しながら、運転者としての社会的責任の自覚

の醸成を図る。 

 

（６）高齢者に対する交通安全教育の推進 

(a) 加齢に伴う身体機能の変化が交通行動に

及ぼす影響について、知識の習得を図る。  

(b) 道路及び交通の状況に応じて、安全に道路

を通行するために必要な実践的技能、交通ル

ール等の知識の習得を図る。特に高齢者は高

齢者以外と比較して「横断違反」の割合が高

い実態を踏まえ、交通ルールの遵守を促す交

通安全教育に努める。 

 

安全な自転車利用の技能を身につける 
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(c) 高齢運転者の交通事故防止のため、運転者自身の運転能力を促す参加体験

型の高齢者運転講習等を実施する。 

(d) 地域コミュニティ協議会や地区自治会、老人クラブ等の協力を得て、高齢

者の交通安全教育等の推進を地域ぐるみで実践する。 

(e) 高齢者の重傷事故等が発生した地域では、速やかに交通安全講話や啓発活

動を実施する。高齢者の事故実態に応じた具体的な指導を行うとともに、反

射材等の交通安全用品の普及に努める。 

(f) 高齢者の福祉に従事する者は、高齢者に対して交通事故の防止を呼びかけ

るように努める。 

(g) 高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の

内容の充実に努めるほか、高齢者同士の相互啓発活動等により交通安全意識

の向上を図るため、高齢者交通安全指導員（シルバーリーダー）の養成等を

促進し、地域・家庭における交通安全活動の主導的役割を果たすように努め

る。 

 

（７）障がい者に対する交通安全教育の推進 

(a) 障がい者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、

手話通訳員の配置、字幕入りビデオの活用等に努めるとともに、参加・体験・

実践型の交通安全教育を開催するなど、障がいの程度に応じた、きめ細かい

交通安全教育を推進する。 

(b) 自立歩行ができない障がい者に対して   

は、介護者、交通ボランティア等の身体障

がい者に付き添う者を対象とした講習会

等の開催に努める。 

(c) 障がい者に関するマーク（身体障害者標 

識、聴覚障害者標識等）の広報啓発を推進

し、交通弱者への配慮や理解の向上を図る。 

 

（８）外国人に対する交通安全教育の推進 

(a) 外国人に対しては、我が国の交通ルールに関する知識の普及による交通事

故防止を目的として交通安全教育を推進する。また、母国との交通ルールの

違いや交通安全に対する考え方の違いを理解させるなど、効果的な交通安全

教育に努めるとともに、外国人を雇用する使用者等を通じて、外国人の講習

会等への参加を促進する。 

(b) 外国人を雇用する事業者は、外国人の交通安全教育に努める。 
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２ 効果的な交通安全教育の推進 

（１）参加・体験・実践型交通安全教育の推進 

交通安全教育は、受講者が、安全に道路を通行するために必要な技能及び

知識を習得し、かつ、その必要性を理解できるようにするため、参加・体験・

実践型の教育方法を積極的に活用する。 

 

（２）交通安全教育情報の共有化 

(a) 交通安全教育を行う機関・団体は、インターネット等による交通安全教育

に関する情報の共有化を図り、交通安全教育に用いる資材の貸与、講師派遣、

情報提供等、相互連携を図りながら交通安全教育を推進する。 

(b) 受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育指導者の

養成・確保、ドライブレコーダーやシミュレータ等の機器の活用など、柔軟

に多様な方法を活用し、着実に教育を推進する。また、動画を活用した学習

機会の提供、ウェブサイトや SNS 等の各種媒体を積極的に活用し、対面に

よらない交通安全教育や啓発活動を効果的に推進する。 

 

（３）家庭・地域・職域から着実に交通安全教育を推進    

区 分 交 通 安 全 教 育 

① 家庭 

(a) 親が中心となって、交通の身近な話題を取り上げる。 

(b) 家庭で交通安全について話し合いが行われるよう、各種の組

織を通じて情報の提供を行い、交通ルールと交通マナーの普及

浸透を図る。 

② 地域 

(a) 交通安全意識を普及浸透させていくため、地域コミュニティ

協議会や地区自治会等の地域コミュニティ団体を中心に交通安

全組織を充実する。 

(b) 指導者の育成を図り、交通安全教育の計画的な運用に努める。 

(c) 出前講座等、市民との直接対話等による交通安全知識等の啓

発を図る。 

③ 職域 

(a) 事業所を中心とした各種安全運転講習会を実施する。 

(b) 安全運転管理者、運行管理者等を通じて交通安全教育活動を

推進する。 
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３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（１）交通安全運動の推進 

ア 交通ルール・交通マナー 

市民一人一人に広く交通安全思想の普及、浸透を図り、交通ルールの遵

守と正しい交通マナーの実践を習慣づける。 

 

イ 運動重点 

『高齢者の交通事故防止』『子供の交通事故防止』『歩行者及び自転車の

安全確保』『後部座席を含めたシートベルト及びチャイルドシートの正しい

着用の徹底』『自転車の安全利用の推進』『飲酒運転の根絶等』の運動重点

を周知できるよう、交通安全運動に取り組む。 

 

ウ 運動実施 

(a) 運動実施にあたっては、運動の趣旨、    

実施機関、運動重点、実施計画等につい

て、地域コミュニティ団体等を活用して

内容の周知を図る。 

(b) 広く地域住民へ周知し、地域参加型の 

交通安全運動の充実を図る。 

(c) 地域、交通安全活動団体、警察、市、 地

域が一体となった運動を展開し､キャン

ペーンや啓発活動を実施する。 

(d) 地域に密着したきめ細かな活動ができる、民間団体や地域交通ボランテ

ィアの運動参加の促進を図る。 

(e) 田原市外から来訪する観光客やサーファー等を対象とするなど、時節ご

との交通事情や対象にあわせたキャンペーンや啓発活動を実施する。 

 

エ 実施評価 

各運動後に実施効果を評価し、一層効果的な運動が実施されるように配

慮する。 

 

オ 街頭指導の実施 

交通事故死ゼロの日、街頭指導等地域の実情に応じた活動を推進する。 

 

 

 

 

市民参加による街頭ボランティア活動  
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（２）横断歩行者の安全確保 

(a) 運転者に対しては、横断歩道の手前に設置されている「横断歩道又は自転

車横断帯あり（いわゆるダイヤマーク）」の道路標示に対する啓発活動を推進

するとともに、横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者優先義

務を再認識させるため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進する。 

(b) 歩行者に対しては、道路は安全に横断できる場所で渡ること、信号に従う

といった交通ルールの周知を図り、運転者に対する横断する意思を明確に伝

える等、歩行者自らが安全を守るための交通行動を促すための交通安全教育

等を推進する。 

 

（３）交差点事故を防止するための啓発活動等の推進 

(a) 事故多発交差点や交差点事故の実態、特徴等を広く周知するなど各種啓発

活動等を推進し、交差点事故防止のための交通安全知識の普及、交通安全意

識の向上を図る。 

(b) 交差点事故の防止や思 

いやり意識の醸成等を図

るために、自動車、自転

車利用者が特に心がける

運転行動を啓発するため

「交通安全スリーＳ運動」

を展開する。 

(c) 道路横断中の事故防止

のため、歩行者が道路を横断するときは手を挙げ（ハンド・アップ）、ドライ

バーに横断する意思を示し、ドライバーに感謝の気持ちを伝えて横断する。

また、ドライバーは横断歩道等を横断しようとする歩行者を見かけたら、思

いやりの気持ちをもって、横断歩道等の手前で停車する。このような運転者

と歩行者の温かい思いやりの輪が広がるような行動を「ハンド・アップ運動」

として推進し、各種の行事、啓発活動等を通じて普及・浸透を図る。  

 

（４）自転車の安全利用の推進 

(a) 自転車が道路を通行する場合は、 車両としてのルールを遵守するとともに、

交通マナーを実践しなければならないことを理解させる。 

信号や一時停止の遵守

横断歩道や交差点では歩行者優先

飲酒運転の根絶

交差点での徐行運転

子供・高齢者接近時の減速運転

思いやりのあるスマートな運転

シートベルトの全席着用の徹底

Stop
（ストップ）

Slow
（スロー）

Smart
（スマート）

交通安全スリーS 運動 
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(b) 自転車乗車中の交通事故や自転 車

による迷惑行為を防止するため、「自

転車安全利用五則」を活用し、歩行者

や他の車両に配慮した通行等、自転車

の正しい乗り方に関する普及啓発の

強化を図る。 

(c) 特に、自転車の歩道通行時における

ルールやスマートフォン等の操作や

画面を注視しながらの乗車、イヤホン

等を使用して安全な運転に必要な音

が聞こえない状態での乗車の危険性

等についての周知徹底を図る。 

(d) 自転車は、歩行者と衝突した場合に

は加害者となる側面を有しており、十

分な自覚・責任が求められることから、安全意識の啓発を図る。 

(e) 警察は「自転車運転者講習制度」を適切に運用し、危険な違反行為を繰り

返す自転車運転者に対する教育を推進する。 

(f) 自転車の灯火の点灯を徹底するとともに、反射材用品の取付けを促進する。 

(g) 愛知県の「自転車の安全で適正な利

用の促進に関する条例※」に基づき、

点検整備等による安全で適正な車両

管理、自転車安全教育等の促進、自転

車乗車用ヘルメット着用の促進、自転

車損害賠償責任保険への加入促進な

どを実施する。 

(h) 自転車大会の開催等イベントの活

用や自転車運転の実践を通した交通

安全教育を推進する。 

 

 

 

（５）後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの 

正しい着用の推進 
 

(a) シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め、後部座

席を含めた全ての座席における着用を徹底する。 

(b) 後部座席のシートベルト非着用時の致死率は、着用時と比較して格段に高

くなるため、関係機関等が協力し、シートベルト着用効果が実感できる参 

加・体験型の交通安全教育を推進し、着用徹底の啓発活動等を展開する。 

自転車安全利用五則 

 

１ 自転車は、車道が原則、歩道

は例外 

２ 車道は左側を通行 

３  歩道は歩行者優先で、車道

寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

 「飲酒運転・二人乗り・並進の

禁止」「夜間はライトを点灯」

「交差点での信号遵守と一時

停止・安全確認」 

５ 子供はヘルメットを着用（愛知

県では、自転車利用者は乗

車用ヘルメットを着用） 

高齢者自転車大会  

※自転車乗車用ヘルメットの着用を努力義務とすることや自転車損害賠償責任保険等の 

加入を義務とすること等を規定している。 
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（６）チャイルドシートの正しい着用の徹底 

チャイルドシートの着用効果及び正しい着用

方法について、保育園・認定こども園等と連携し、

保護者に対する効果的な広報啓発に努め、正しい

着用の徹底を図る。 

 

（７）反射材の普及促進 

夜間における視認性を高め、歩行者等の事故防止に

効果が期待できる反射材用品や自発光式ライトの普及

を図るとともに、積極的な広報啓発を推進する。 

 

 

（８）飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の

推進 

 
(a) 飲酒運転撲滅に向けて、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実

態を周知するための交通安全教育や広報啓発を引き続き推進する。特に市内

では、中高年運転者の飲酒運転が多くなっているため、関係機関が連携して、

中高年運転者層を始め、対象に応じたきめ細かな広報啓発を推進する。 

(b) 交通安全団体、酒類提供飲食店、市、警察、タクシー事業者等と連携して、

地域、職域等における飲酒運転根絶の取組を進め、「飲酒運転四（し）ない運

動」（運転するなら酒を飲まない。酒を飲んだら運転しない。運転する人に

酒をすすめない。酒を飲んだ人に運転させない。）を推進し、飲酒運転は絶対

にしない、させない、許さないという市民の規範意識の確立を図る。 

(c) 交通事故に繋がる、アルコール依存症に関する広報啓発を行うとともに、

相談、指導及び支援等につながるよう、関係機関・団体が連携した取組の推

進に努める。 

 

（９）効果的な広報の実施及びその他の普及啓発活動の推進 

(a) 交通安全に関する広報については、「ケーブルテレビ」「ラジオ」「新聞」「イ

ンターネット」「安心安全ほっとメール」等の広報媒体を活用して、具体的で

訴求力の高い内容を重点的かつ集中的に実施するなど、実効性のある広報を

行う。 

(b) スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話したりしながら運転

する「ながら運転」、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故にもつながる

「あおり運転」といった迷惑運転の危険性について周知を図る。 

体重や年齢にあった着用の周知を図る 

視認性を高める反射材  
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(c) 高齢者の交通事故防止に関する市民意識を高めるため、加齢に伴う身体機

能低下による交通行動への影響等について周知する。 

(d) 夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転等による事

故実態・危険性等を広く周知し、これらの違反防止を図る。 

(e) 二輪車運転者の被害軽減を図るため、ヘルメットの正しい着用とプロテク

ターの着用について、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進するな

ど、胸部等保護の重要性について理解促進に努める。 

(f) 乗用型トラクターの事故防止を図るため、日常点検を確実に行うほか、作

業機を装着・けん引した状態で公道を走行する際の灯火器等の設置、キャビ

ンフレームの装備、シートベルト着用等について周知を図る。 

 

 

４ 交通安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

◆交通安全活動への支援 

(a) 交通安全を目的とする民間団体に対して、交通安全指導者の養成等の事業

及び諸行事に対する援助、交通安全に関する資料の提供を充実するなどして、

主体的な活動を促進し、交通ボランティア等の高齢化が進展する中で、交通

安全の取組を着実に次世代につないでいくような幅広い年代の参画に努める。 

(b) 組織化されていない交通ボランティア等に対しては、資質の向上に資する

援助を行うなど、その主体的な活動及び相互間の連絡協力体制の整備を促進

する。 

(c) 地域団体、自動車製造・販売団体、自

動車利用者団体等については、それぞれ

の立場に応じた交通安全活動が地域の

実情に応じて効果的かつ積極的に行わ

れるよう、交通安全運動等の機会を利用

して働きかけを行う。 

(d) 交通安全対策に関する行政、民間団体、

地域等による田原市交通安全推進協議

会を開催し、交通安全に関する市民をあ

げての活動の展開を図る。 

 

 

５ 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

◆地域コミュニティ団体を中心とした交通安全活動の一層の推進 

 

子供の下校を見守るボランティア団体  
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(a) 交通の安全は、市民等の安全意識により支えられることから、市民だけで

なく、通勤・通学者等の地域に関わる全ての人が交通社会の一員であるとい

う当事者意識を持つよう意識改革を促す。 

(b) 交通安全思想の普及徹底に当たっては、地域、市、警察、行政、民間団体、

企業等と連携を密にして推進する。 

(c) 交通安全に関する情報や啓発活動は、地域コミュニティ連合会の協力を得

て地域コミュニティ協議会や地区自治会への周知を図る。 

(d) 安全で良好なコミュニティ形成を図るため、住民や道路利用者が主体的に

行うヒヤリハットマップの作成や交通安全総点検、「田原市通学路交通安全プ

ログラム」に基づく点検等、住民が積極的に参加できる仕組みづくりをする

ほか、その活動において、当該地域に根ざした具体的な目標の設定などの交

通安全対策を推進する。 

 

 

第３節 安全運転の確保 

１ 安全運転等の充実 

（１）運転者に対する再教育等の充実 

安全運転に必要な知識、技能をしっかり身につけた上で、安全運転を実践

できる運転者を育成するため、運転中の危険予知、危険回避能力向上のため

の講習会等を開催し、対象者の積極的な参加を促進する。 

 

（２）妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での

再教育 
 

運転適正検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個別的指

導等を実施し、悪質・危険な運転特性の矯正を図る。 

 

（３）二輪車安全運転対策の推進 

取得時講習ほか、二輪車安全運転講習及び原付安全運転講習の推進に努め

る。 

 

（４）高齢運転者対策の充実 

(a) 高齢者が安全に運転を継続できるよう、安全運転の維持・向上させるため、

関係機関や自動車教習所等と連携・協力して、参加・体験・実践型の講習会

等の開催を推進し、高齢者講習の充実を図る。 
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(b) 認知症による高齢者の事故防止対策として、警察は、認知機能検査、運転

適性相談等の機会等を通じて、認知症の疑いがある運転者の把握に努め、臨

時適性検査等の確実な実施により、安全な運転に支障のある者については運

転免許の取消し等の行政処分を行う。また、臨時適性検査等の円滑な実施の

ため、関係機関・団体等と連携して、同検査等を実施する認知症に関する専

門医の確保を図るなど、体制の強化に努める。 

(c) ７５歳以上で一定の違反歴がある高齢運転者に対する運転技能検査制度の  

導入及び申請により対象車両を安全運転サポート車に限定する等の限定条件

付免許制度の導入等を内容とする道路交通法の一部改正する法律が施行され

るため、これらの制度の適切な運用を推進する。 

(d) 自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環

境の整備を図るため、関係機関・団体等が連携し、市が行う高齢者運転免許

証自主返納支援制度及び運転経歴証明書制度の周知に努める。 

 

（５）シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの
正しい着用の徹底 

 
シートベルト、チャイルドシート及び自動二輪車・自転車乗車用ヘルメッ

トの正しい着用の徹底を図るため、関係機関・団体と連携し、各種講習・交

通安全運動等の機会を通じて、着用効果の啓発等キャンペーンを積極的に行

う。 

 

 

２ 安全運転管理の推進 

◆事業所内で交通安全教育指針に基づいた適切な交通安全教育の推進 

(a) 警察は、安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習の見直し等に

より、これらの者の資質及び安全意識の向上を図る。また、事業所内で交通

安全教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう、安全運転管理

者等を指導する。 

(b) 安全運転管理者等による若年運転者対策及び貨物自動車の安全対策の一

層の充実を図る。 

(c) 事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、映像記録型ドライブレ

コーダー・デジタル式運行記録計等の、安全運転の確保に資する車載機器の

普及促進に努めるとともに、ドライブレコーダー等によって得られた映像を

元に、身近な道路に潜む危険や、日頃の運転行動の問題点等の自覚を促す交

通安全教育や安全運転管理への活用方法について周知を図る。 
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３ 道路交通に関する情報の充実 

◆気象情報等の充実 

市は、道路交通に影響を及ぼす気象警報・注意報・予報及び津波警報・注

意報並びに台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴火等の現

象に関する情報の把握に努め、迅速な伝達に努める。 

 

第４節 車両の安全性の確保 

１ 自転車の安全性の確保 

◆ヘルメットの着用、損害賠償保険等への加入促進、灯火の徹底、反射

材の普及促進 
(a) 自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用

方法等の指導を受ける気運を醸成し、自転車乗車用

ヘルメット着用を促進する。 

(b) 近年、対歩行者との事故等自転車の利用者が加害

者となる事故が増加傾向にあることを鑑み、こうし

た賠償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害

者の救済の十全を図るため、ＴＳマークなどの損害

賠償責任保険等への加入を促進する。 

(c) 薄暮の時間帯から夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の取付け

の徹底と反射器材の普及促進を図り、自転車の視認性の向上を図る。 

(d) なお、各施策については、愛知県の「自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例」に配意する。 

 

 

第５節 道路交通秩序の維持 

１ 交通の指導取締りの強化等 

（１）悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りの強化 

(a) 交通事故実態の分析結果等を踏まえ、事故多

発路線等における街頭指導活動を強化すると

ともに、児童、高齢者、障がい者等の保護の観

点に立った交通指導取締りを推進する。 

(b) シートベルト装着義務違反等に対する街頭

での指導、取締りを強化する。 
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まちかど防犯カメラ 

(c) 飲酒運転、携帯電話使用、妨害運転、薬物（脱法ハーブ等）使用、速度超

過、一時停止違反等交差点関連違反等の悪質性、危険性、迷惑性の高い違反

に重点を置いた取締りの強化を図る。 

 

（２）自転車利用者に対する指導取締りの強化 

自転車利用者による交通違反（無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止、

携帯電話の使用等）について、指導、取締りを強化する。 

 

 

２ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の 

一層の推進 
 

（１）危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の徹底 

警察は、悪質かつ危険な運転行為による事故事件に対しては、初動捜査の

段階から「自動車運転死傷処罰法」第２条又は第３条（危険運転致死傷罪）

の立件を視野に入れた捜査の徹底を図る。 

 

（２）交通事故事件等に係る捜査力の強化 

交通事故事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び研修等によ

る捜査員の捜査能力の一層の向上に努める。 

 

（３）交通事故事件等に係る科学的捜査の推進 

(a) 常時録画式交差点カメラやひき逃げ事件等の被疑車両の特定に資する捜査

支援システム等、科学的捜査を支える装備資機材等の整備を進め、客観的な

証拠に基づいた科学的な交通事故事件

等の捜査を推進する。 

(b) 捜査･取締りのため、ＧＰＳ技術や、

その位置を地図表示させる技術を活用

し、自動通報により緊急車両等の迅速な

現場急行を可能とするシステムの、格段

の普及と高度化を図る。 
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３ 暴走族対策の推進 

（１）暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実 

(a) 地域ぐるみで暴走族追放の気運を高め、広報活動等を積極的に行う。 

(b) 報道機関や車両販売店等の理解と協力を得ながら、暴走族を生み出さない

環境づくりに努める。 

(c) 家庭、学校、職場、地域等において、暴走族問題と青少年の非行等の問題

行動との関連性に鑑みて、青少年育成団体等との連携を図るなどして、青少

年の健全育成を図る観点から施策を推進する。 

 

（２）暴走行為阻止のための環境整備 

(a) 暴走族や関係する群衆が集合しそうな広場や空き地、コンビニエンススト

ア、ゲームセンター等の深夜若しくは２４時間営業の施設の駐車場、暴走族

の走行しそうな道路等を中心としたパトロールや取締りを関係機関に働きか

ける。 

(b) 地域における関係機関、団体の連携を強化し、管理の徹底を図り、暴走族

が集まりにくい、暴走行為ができない道路交通環境づくりを積極的に行う。  

 

（３）車両の不法改造の防止 

(a) 暴走行為を助長するような車両の不正改造を防止するよう「不正改造車を

排除する運動」等を通じ、全市的な広報活動の推進及び企業、関係団体に対

する指導を積極的に行う。 

(b) 不正改造等を行った者に対して、必要に応じて事務所等に立入検査を行う。 

 

 

第６節 救助・救急活動の充実 

１ 救助・救急体制の整備 

（１）救助体制の整備・拡充 

交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化に

対処するため、救助体制の整備・拡充を図ることで、円滑な救助活動実施を

推進する。 

 

（２）心肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 
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(a) 救命効果の向上が期待できるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用を含め

た応急手当について、消防署等が行う講習会等の開催を推進する。 

(b) 学校においては、小学校高学年及び中学校等の保健体育において、止血法

や包帯法、心肺そ生法等の応急手当について指導の充実を図る。 

(c) 心肺そ生法の実習やＡＥＤの知識の普及を含む各種講習会の開催により、

教員の指導力の向上を図る。 

 

（３）救急救命士の養成・配置等の促進 

(a) プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の充実の

ため、救急救命士の人員強化を図る。 

(b) 医師の指示又は指導・助言によって救急救命士を含めた救急隊員による応

急処置等の質を確保する「メディカルコントロール体制」の充実を図る。 

 

（４）救助・救急資機材の整備の推進 

(a) 救助工作車、救助資機材の整備 

を推進する。 

(b) 救急救命士等がより高度な救

急救命処置を行うことができる

よう、高規格救急自動車、高度救

命処置用資機材等の整備を推進

する。 

(c) 交通事故、緊急時における傷病

者の早期かつ的確な救出及び救

命のため、ＧＰＳ技術や、その位

置を地図表示させる技術を活用し、自動通報により緊急車両等の迅速な現場

急行を可能とするシステムの、格段の普及と高度化を図る。 

 

（５）救助隊員及び救急隊員の教育訓練の推進 

救助隊員及び救急隊員の知識技術等の向上のため、教育訓練を積極的に推

進し、複雑多様化する救助・救急事象に対応できる体制の強化を図る。 

 

 

第７節 被害者支援の充実と推進 

１ 交通事故相談アドバイザー等による交通事故相談活動の推進 

◆交通事故による被害者の支援 
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(a) 交通事故による被害者に対する支援を的確かつ迅速に実施するため、関係

機関との連絡・協力体制を一層緊密にして、交通事故当事者に対する相談体

制の充実を図る。 

(b) 警察は、交通事故被害者に対する適正かつ迅速な救助の一助とするため、

救済制度の教示や交通事故相談アドバイザーによる交通事故相談活動を推進

する。 

(c) 交通事故相談活動の周知を図り、交通事故当事者に対して広く相談の機会

を提供する。 

 

２ 交通事故被害者支援の充実と推進 

◆交通事故被害者等の心情に応じた対策の推進 

(a) 警察は、交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過等の情報を

提供するとともに、刑事手続きの流れ等をまとめた「交通事故被害者の手引」

等を作成して活用する。 

(b) ひき逃げ事件、交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害者等について

は、被疑者の検挙、送致状況等を連絡する被害者連絡制度の充実を図る。 

(c) 死亡事故等の被害者等からの加害者の行政処分に係る意見聴取等の期日や

行政処分結果についての問合せに応じ、適切な情報の提供を図る。 

 

第８節 調査研究活動の活用 

１ 交通事故調査研究データの活用及び情報提供による

市民の意識高揚 
 

(a) 効果的な交通安全施策の検討、立案等に資するため、人、道、車の交通事

故の実態を的確に把握し、交通事故データの集計、分析を行う。また、関係

機関の有する各種データ、情報を最大限活用し調査研究を推進する。 

(b) 交通事故調査・分析に係る情報を市民に対して積極的に提供することによ

り、交通安全に対する市民の意識の高揚を図る。 

 

第９節 踏切道における交通の安全 

１ 踏切道の交通安全対策の推進 

(a) 全国的な傾向として、踏切事故は減少傾向にあるものの、列車の高速化や

運行本数の増加に伴い、踏切横断者との大規模事故の可能性も高く、安全対

策の強化が必要である。 
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(b) 市内を走る鉄道は、市内に１２箇所の踏切を有しており、その全てが自動

遮断機、警報機を整備してあるものの、市内の踏切道は全て平面交差で、視

覚的にも不明瞭な場所もあるため、周辺環境とあわせ踏切道の安全性をより

高める必要がある。 

(c) 道路と鉄道の交差箇所である踏切道は、交通安全対策上の危険箇所となる

ことから、踏切施設の整備・改良並びに踏切横断者に対する啓発活動など、

総合的な交通安全対策を推進し、事故防止に努める。 

 

 

２ 踏切道交通の安全に関する知識の普及 

(a) 保安装置の正しい利用方法の表示の整備等により、踏切横断者等へ安全に

関する知識を分かりやすく、適確に提供する。 

(b) 関係機関等の協力の下、交通安全運動等において、学校、地域住民、道路

運送事業者等幅広い対象へ広報活動を積極的に行い、踏切横断時の安全に関

する正しい知識を浸透させる。 
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１ 関係機関の推進体制 

国、県、市、近隣市、警察、民間企業、地域、交通安全活動団体等との連携を

密にして、交通事故のない明るい社会を目指していくとともに、市、警察、関係

機関との意見交換等を積極的に行い、交通安全活動を弾力的に実施し、交通安全

対策を推進する。 

市は、交通死亡事故又は重大な交通事故が多発した場合で必要と認めるときは、

関係機関等と協議して総合的な交通事故防止対策を検討する。 

交通死亡事故が多発した場合は、関係機関と協議の上、必要があると認めると

きは、「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発し、交通死亡事故を防止するため

の必要な措置を講じる。 

 

（１）田原市交通安全対策会議の開催 

(a) 田原市交通安全対策会議(田原市交通安全条例第 12 条)を開催し、田原市

交通安全計画を策定し、その施策の実施推進を図るとともに実施評価を行う。 

(b) 田原市の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議を行

い、交通安全の確保に寄与する。なお、必要に応じて幹事会を開催する。 

 

（２）田原市交通安全推進協議会による交通安全活動の推進 

市、警察、学校、地域コミュニティ団体、その他関係機関・団体の代表者

で組織する田原市交通安全推進協議会により、関係機関が連携して交通安全

に関する取組を効果的に推進する。 

  

（３）各季交通安全県民運動の推進 

(a) 春、夏、秋、年末の各季交通安全県民運動の実施については、市(田原市交

通安全推進協議会)、警察、交通安全協会、地域コミュニティ団体をはじめと

する各実施機関・団体が連携して対策を協議し、市内全域で一体的かつ効果

的な運動を展開する。 

(b) 田原市地域コミュニティ連合会において、運動の周知を図り、地域コミュ

ニティ協議会、地区自治会を通じて市民への運動の周知を図る。  

 

 

第４章 推進体制 
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（４）交通事故死ゼロの日の街頭指導の実施（10日、20日、30日） 

田原市交通安全推進協議会を中心に、市内全域で街頭指導等の交通監視を

行い、交通事故防止活動を推進する。 

 

（５）通学児童の安全確保 

(a) 児童の通学時における交通事故防止、

その他の交通安全対策を促進するため、

交通指導員を置く。指導員は、交通事故

の発生を未然に防止するため、街頭啓発

活動を実施するほか、交通安全を確保す

るための諸活動を行う。 

(b) 地域の見守りボランティアによる活

動を推進する。 

 

（６）高齢者交通安全対策の推進 

(a) 高齢者に関係する事故を防ぐため、高齢者の交通安全についての検討会を

開催する。交通死亡事故又は交通事故が発生した場合は、市、警察、地域が

連携して啓発活動を実施する。 

(b) 警察、地域交通安全活動推進委員、高齢者交通安全協力員、市（交通指導

員）等が協力して実施する高齢者世帯訪問を継続し、交通安全啓発活動を推

進する。 

 

（７）飲酒運転根絶の推進 

飲酒運転を根絶するため、市、警察、関係団体、事業者、地域が連携して

対策検討会を開催するとともに、広報啓発活動を実施する。 

 

（８）広報の実施及び情報の提供 

市は、市民に対して交通安全に関する広報啓発活動を、広報、ホームペー

ジ、電光掲示板、安心安全ほっとメール等を活用して積極的に推進するほか、

必要な情報を適切に提供する。 

 

 

 

 

地域の見守りボランティアによる活動  
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２ 市の推進体制 

総務課、建設課、維持管理課、学校教育課、子育て支援課等関係課との連携を

密にし、交通安全対策を推進する。特に通学路については、「田原市通学路交通

安全プログラム」を活用した現状把握を行い、危険箇所の解消に努める。また、

自転車利用者等については、「田原市自転車活用推進計画」に基づき、歩行者及

び自転車利用者の安全な通行空間の確保を推進する。 

また、市においては、安全運転管理者を中心に職員に対して交通安全に対する

教育や指導を行い、交通安全施策の推進体制の構築を図る。 

 

田原市内の主な交通安全活動団体 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

団体名 目的等

田原市交通安全対策会議

交通安全対策基本法及び田原市交通安全条例に基づき設置。
田原市交通安全計画を策定し、その実施を推進する。また、田
原市の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して
審議する。
対策会議には幹事会を置く。 (事務局：田原市役所内)

田原市交通安全推進協議会

田原市交通安全条例に基づく協議会で、市内関係機関等の連
携を図り、交通安全に関する施策を効果的に推進する。協議会
は、市警察署、学校、地域、その他関係機関・団体等の代表者
で組織する。交通秩序を確立し、交通の安全と円滑を期する。
（街頭指導等の実施）　(事務局:田原市役所内)

田原交通安全協会
交通道徳を高揚して、交通の安全と円滑を推進する。
(事務所:田原警察署内)

田原地域交通安全活動推進委員協議会
愛知県公安委員会の委嘱を受けた地域交通安全活動推進委
員で組織する。地域における交通安全活動を推進する。(事務
局:田原警察署内)

田原ダンプカー等交通安全協力会
ダンプカー等による交通事故を防止し、交通秩序の確立を強力
に推進し、明るい交通社会の実現に寄与する。(事務所:田原警
察署内)

田原安全運転管理協議会
自家用自動車の安全運転管理についての必要な調査研究を行
い、管理車両の交通事故防止と合理的な運営を図る。(事務所:
田原警察署内)

東三河地域交通安全対策推進連絡協議会
東三河地域における交通安全対策を広域的かつ効果的に推進
する。東三河5市及び警察署で組織。

高齢者交通安全協力員
警察署長から委嘱し、委嘱期間は2年。校区など高齢者に対す
る効果的な交通事故抑止策を推進するため、高齢者世帯など
を訪問し、広報、啓発活動などを実施する。
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田原市交通安全条例 

平成 13 年 3 月 26 日条例第 1 号 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、交通安全対策基本

法（昭和 45 年法律第 110 号。以下「法」

という。）第 4 条の規定に基づき、田原

市における交通安全の確保に関する理

念と施策の基本を定めることにより、

市民の安全で快適な生活の実現に寄与

することを目的とする。      

 

(基本理念) 

第 2 条 交通安全の確保は、市民の安全

かつ快適な生活実現の基本であり、人

命尊重の施策及び交通安全の意識の高

揚によって、現在及び将来にわたって

維持されなければならない。 

 

(市の責務) 

第 3 条 市は、交通安全の確保により市

民の生命、身体及び財産を保護するた

め、交通安全意識の高揚、啓発活動、

交通安全教育、道路環境整備等の総合

的な交通安全に関する施策の推進に努

めなければならない。  

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、

国、県、警察その他必要な関係機関及

び団体（以下「関係機関等」という。）

と緊密な連携を図るものとする。 

 

(市民の責務) 

第 4 条 市民は、日常の活動を通じて自

主的に交通安全の確保に努めるととも

に、市及び関係機関等が実施する交通

安全に関する施策に協力するよう努め

なければならない。  

 

(事業者の責務) 

第 5 条 事業者は、その事業活動に当た

り車両等の使用者に対し交通安全意識

の高揚を図り、交通事故の防止に努め

るとともに、市及び関係機関等が実施

する交通安全に関する施策に協力する

よう努めなければならない。 

 

(良好な道路交通環境の確保等) 

第 6 条 市長は、交通安全を確保するた

め、交通安全施設等の整備を図り、良

好な道路交通環境を確保するよう努め

なければならない。  

2 市長は、良好な道路交通環境を確保す

るために必要があると認めるときは、

関係機関等に対し必要な措置を講ずる

よう要請するものとする。 

 

(交通安全教育の推進) 

第 7 条 市長及び教育委員会は、交通安

全意識の高揚を図るため、家庭、地域、

事業所、学校等における交通安全教育

を効果的に推進するものとする。 

 

(高齢者の事故の防止) 

第 8 条 市民及び事業者は、高齢者の交

通安全の確保を図るため、高齢者が安

全に道路を通行できるよう配慮しなけ

ればならない。 

2 高齢者の福祉に従事する者は、高齢者

に対し、交通事故の防止を呼び掛ける

よう努めるものとする。 

3 市は、道路を横断する際の横断歩道の

利用及び安全確認の徹底を図る等の高

齢者を対象とする交通安全に関する教

育の推進に努めるものとする。 

 

(飲酒運転の根絶) 

第 9 条 市民及び事業者は、飲酒運転が

重大な交通事故を引き起こす原因とな

ることを認識するとともに、家庭、地

域社会、事業所等において、飲酒運転

の根絶のための活動を行うよう努めな

ければならない。 

2 市は、飲酒運転の根絶に関する啓発に

努めるものとする。  
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(自転車事故の防止) 

第 10 条 自転車を運転する者は、自転車

が原因となる交通事故の防止に努める

とともに、歩行者及び他の車両の安全

に配慮しなければならない。 

2 市は、一時停止及び信号に従う義務の

徹底を図る等の自転車を運転する者を

対象とする交通安全に関する教育の推

進に努めるものとする。 

 

(シートベルト等の着用の推進) 

第 11 条 市は、シートベルト（道路交通

法（昭和 35 年法律第 105 号）第 71 条

の 3 第 1 項に規定する座席ベルトをい

う。）の全席着用及びチャイルドシート

（道路交通法第 71 条の 3 第 3 項に規定

する幼児用補助装置をいう。）の使用の

促進を図るため、広報及び啓発活動を

推進するものとする。  

 

(交通安全対策会議) 

第 12 条 法第 18 条第 1 項の規定に基づ

き、田原市交通安全対策会議（以下「会

議」という。）を置く。 

 

(所掌事務) 

第 13 条 会議は、次に掲げる事務をつか

さどる。 

(1) 田原市交通安全計画を作成し、及び

その実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、田原市の

区域における陸上交通の安全に関する

総合的な施策の企画に関して審議し、

及びその施策の実施を推進すること。 

 

(会長及び委員) 

第 14 条 会議は、会長及び委員をもって

組織する。 

2 会長は、市長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、会長があら

かじめ指名する委員がその職務を代理

する。 

5 委員は、15 人以内とし、次に掲げる者

をもって充てる。 

(1) 関係行政機関の職員のうちから市長

が委嘱する者 

(2) 交通安全の推進を目的とする団体又

は交通安全の啓発活動に資する活動を

行う団体の関係者のうちから市長が委

嘱する者 

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が

特に必要であると認め、委嘱する者 

(4) 市の機関に所属する者のうちから市

長が指名する者 

6 前項第 1 号及び第 2 号により任命され

た委員の任期は、2 年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

7 前項の委員は、再任されることができ

る。 

8 委員は、非常勤とする。 

 

(特別委員) 

第 15 条 会議に、特別の事項を審議させ

るため必要があるときは、特別委員を

置くことができる。  

2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、

中日本高速道路株式会社その他の陸上

交通に関する事業を営む公共的機関の

職員のうちから、市長が任命する。 

3 特別委員は、当該特別の事項に関する

審議が終了したときは、解任されるも

のとする。 

4 特別委員は、非常勤とする。 

 

(幹事) 

第 16 条 会議に、幹事を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員若し

くは団体の関係者若しくは市長が特に

必要であると認める者のうちから市長

が委嘱又は指名する。  

3 幹事は、会議の所掌事務について、会

長、委員及び特別委員を補佐する。 

 

(雑則) 

第 17 条 第 12 条から前条までに定める

もののほか、会議の運営に関し必要な

事項は、会長が会議に諮って定める。 

 



 

- 43 - 

 

(交通安全推進協議会の設置等) 

第 18 条 市長は、関係機関等の連携を図

り、交通安全に関する施策を効果的に

推進するため、田原市交通安全推進協

議会（以下「協議会」という。）を置く。  

2 協議会は、市、警察署、学校、地域地

区その他必要な関係機関及び団体の代

表者で組織する。 

3 協議会は、必要に応じて交通安全に係

る対策等を協議し、交通安全の確保を

図るとともに、関係機関等に意見を述

べるものとする。 

 

(交通指導員) 

第 19 条 市長は、児童の通学時における

交通事故防止その他の交通安全に関す

る施策を促進するため、交通指導員（以

下「指導員」という。）を置く。 

2 指導員は、前項に規定する職務を行う

に必要な誠意と能力を有する者のうち

から市長が任用する。  

3 指導員は、交通事故の発生を未然に防

止するため、街頭啓発活動を実施する

ほか、交通安全の確保をするため必要  

な諸活動を行う。 

４ 指導員は、地方公務員法（昭和 25 年

法律第 261 号）第 22 条の 2 第 1 項第 1

号に規定する会計年度任用職員とする。 

 

(関係機関等への助成等) 

第 20 条 市長は、交通安全の確保をする

ため必要な諸活動を行う関係機関等に

対し、必要な助成等を行うことができ

る。 

 

(広報の実施及び情報の提供) 

第 21 条 市長は、市民に対し、交通安全

に関する広報啓発活動を積極的に行う

ほか、必要な情報を適切に提供するも

のとする。 

 

(交通死亡事故等発生時の措置) 

第 22 条 市長は、交通死亡事故又は重大

な交通事故が多発した場合で必要があ

ると認めるときは、関係機関等と協議

して総合的な交通事故防止対策を検討

するものとする。 

2 市長は、交通死亡事故が多発した場合

は、関係機関等と協議の上、必要があ

ると認めるときは、交通死亡事故多発

非常事態宣言を発し、交通死亡事故を

防止するため必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。  

 

(委任) 

第 23 条 この条例に定めるもののほか、

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から

施行する。 

(田原町交通安全対策会議条例の廃止) 

2 田原町交通安全対策会議条例(昭和 46

年田原町条例第 6 号)は、廃止する。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正) 

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例(昭和 36 年

田原町条例第 17 号)の一部を次のよう

に改正する。 

 

附 則(平成 17 年 12 月 19 日条例第 123

号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 23 年 3 月 25 日条例第 7 号) 

この条例は、平成 23 年 4 月 1 日から施

行する。 

 

附 則(平成 24 年 3 月 27 日条例第 4 号) 

この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施

行する。 

 

附 則（令和元年 9 月 27 日条例第 31 号）  

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施

行する。 
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第１１次田原市交通安全計画策定経過 

令和３年７月２８日（水）１４：００～ 田原市役所 第１委員会室 

令和３年度第１回田原市交通安全対策会議・幹事会合同会議  

・交通安全計画策定の趣旨説明 

・第１０次田原市交通安全計画内容説明（平成２８年度～令和２年度） 

・第１１次田原市交通安全計画（令和３年度～令和７年度）の策定指針 

・今後の策定スケジュール確認 

 

 

令和３年９月１３日（月）１４：００～ 田原市役所 講堂 

令和３年度田原市交通安全対策会議第２回幹事会  

・第１１次田原市交通安全計画（素案）の協議 

 

 

令和３年１０月７日（月）１４：００～ 田原市役所 講堂 

令和３年度田原市交通安全対策会議第３回幹事会  

・第１１次田原市交通安全計画（案）の協議  

 

 

令和３年１１月４日（木）１０：００～ 田原市役所 第１委員会室 

令和３年度第２回田原市交通安全対策会議  

・第１１次田原市交通安全計画（原案決定）  

 

 

令和３年１１月１９日（金）～令和３年１２月２０日（月） 

パブリックコメント実施 

   予告・告知 （広報たはら、田原市ホームページ） 

   政策案の公表 田原市ホームページ 

閲覧 田原市総務課窓口、渥美支所窓口、赤羽根市民センター窓口、

中央図書館 
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田原市交通安全対策会議 名簿 

 

 

田原市交通安全対策会議委員

役　職 職　名 氏　名 選任根拠

会長 田原市長 山下　政良 交通安全条例第１４条第２項

委員 愛知県東三河建設事務所長 白村　暁 交通安全条例第１４条第５項第１号

委員 愛知県田原警察署長 山岡　浩 交通安全条例第１４条第５項第１号

委員 田原交通安全協会長 冨田　雅則 交通安全条例第１４条第５項第２号

委員 田原市地域コミュニティ連合会長 山本　五夫 　　　　　　〃

委員 田原市教育委員会教育長 鈴木　欽也 交通安全条例第１４条第５項第４号

委員 田原市消防本部消防長 小山　光晴 　　　　　　〃

委員 田原市総務部長 鈴木　嘉弘 　　　　　　〃

委員 田原市健康福祉部長 増田　直道 　　　　　　〃

委員 田原市都市建設部長 稲垣　守泰 　　　　　　〃

田原市交通安全対策会議幹事

役　職 職　名 氏　名 選任根拠

幹事 愛知県東三河建設事務所　維持管理課長 山口　泰志 交通安全条例第１６条第２項

幹事 愛知県田原警察署　交通課長 磯貝　篤 　　　　　　〃

幹事 田原地域交通安全活動推進委員協議会長 鈴木　進 　　　　　　〃

幹事 田原市地域コミュニティ連合会　代表
（和地区コミュニティ協議会会長）

河合　伸樹 　　　　　　〃

幹事 田原市高齢者交通安全協力員　代表 早川　高子 　　　　　　〃

幹事 田原市交通指導員 尾原　芳枝 　　　　　　〃

幹事 田原市健康福祉部　高齢福祉課長 小久保　智宏 　　　　　　〃

幹事 田原市健康福祉部　地域福祉課長 土井　政典 　　　　　　〃

幹事 田原市健康福祉部　子育て支援課　保育士長 鈴木　敬子 　　　　　　〃

幹事 田原市都市建設部 建設課長 村上　知成 　　　　　　〃

幹事 田原市都市建設部 維持管理課長 小谷　生典 　　　　　　〃

幹事 田原市教育委員会　学校教育課長 近藤　智彦 　　　　　　〃

幹事 田原市消防本部　消防次長兼消防課長 浪崎　智彰 　　　　　　〃

田原市交通安全対策会議事務局

役　職 職　名 氏　名 備考

総務課　課長 鈴木　洋充

総務課　地域行政係　係長 柴田　典子

総務課　地域行政係　主事 田中　裕崇
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（第１１次田原市交通安全計画は田原市ホームページで見ることができます。）  
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